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○五島市日中一時支援助成事業実施要綱 

平成19年１月26日告示第14号 

改正 

平成20年９月１日告示第124号 

平成22年４月30日告示第59号 

平成23年３月１日告示第23号 

平成23年３月29日告示第40号 

平成24年３月30日告示第39号 

平成25年３月29日告示第33号 

平成26年６月３日告示第67号 

平成27年11月19日告示第131号 

平成28年３月31日告示第36号 

五島市日中一時支援助成事業実施要綱 

（趣旨） 

第１条 この要綱は、五島市地域生活支援事業実施規則（平成18年五島市規則第45号。以下「規則」

という。）第２条第２項第２号に規定する日中一時支援助成事業の実施に関し必要な事項を定め

るものとする。 

（事業の目的） 

第２条 この事業は、障害者等（障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律（平

成17年法律第123号。以下「法」という。）第２条第１項第１号に規定する障害者等をいう。以下

同じ。）が次条の規定による市の登録を受けた事業者の実施する日中一時支援サービス（障害者

等に対し日中の活動の場を提供し、見守り、社会に適応するための日常的な訓練等を行うサービ

スをいう。以下同じ。）を利用する場合において、その利用料の一部を助成することにより障害

者等の日中一時支援サービスの利用を促進し、もって障害者等の日中における活動の場を確保す

るとともに、障害者等の家族の就労を支援し、又は障害者等を日常的に介護している家族の一時

的な負担の軽減を図ることを目的とする。 

（事業者の登録） 

第３条 この事業の対象となる日中一時支援サービスを実施しようとする事業者は、日中一時支援

サービス事業者登録申請書（様式第１号。以下「登録申請書」という。）を市長に提出して、日

中一時支援サービスを実施する事業者（以下「日中一時支援サービス事業者」という。）として
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の登録を受けなければならない。 

２ 市長は、前項の規定により登録申請書を提出した事業者（以下「申請事業者」という。）が社

会福祉法人又は日中一時支援サービスを適切に実施することができると認める法人であるときは、

当該申請事業者を日中一時支援サービス事業者として登録するものとする。 

３ 市長は、第１項の規定による申請を受けたときは、登録の可否を決定し、その結果を日中一時

支援サービス事業者登録決定（却下）通知書（様式第２号）により申請事業者に通知するものと

する。 

（登録事業者の届出） 

第４条 前条の規定により登録を受けた事業者（以下「登録事業者」という。）は、登録申請書の

記載事項に変更があったときは、日中一時支援サービス事業者登録事項変更届（様式第３号）に

より速やかに市長に届け出なければならない。 

２ 登録事業者は、日中一時支援サービスに係る事業を廃止するときは、日中一時支援サービス事

業廃止届（様式第４号）により速やかに市長に届け出なければならない。 

（登録事業者の登録の取消し） 

第５条 市長は、前条第２項の規定により日中一時支援サービスに係る事業を廃止する届出があっ

たときは、当該登録事業者の登録を取り消すものとする。 

２ 前項に定めるもののほか、市長は、登録事業者が次の各号のいずれかに該当するときは、当該

登録事業者の登録を取り消すことができる。 

(１) 日中一時支援助成事業に係る助成金の受給に関し不正があったとき。 

(２) 登録の内容に虚偽があったとき。 

(３) その他市長が必要と認めるとき。 

３ 市長は、前２項の規定により登録を取り消したときは、日中一時支援サービス事業者登録取消

決定通知書（様式第５号）により登録事業者及び第10条第１項の規定により当該登録事業者と日

中一時支援サービスの利用に関する契約を締結している障害者等に通知するものとする。 

（対象者） 

第６条 この事業の対象者は、次の各号のいずれかに該当する在宅の障害者等であって、日中にお

いて当該障害者等の監護をする者がいないため、一時的に見守り等の支援が必要であると市長が

認めたものとする。 

(１) 五島市に住所を有する障害者等（五島市以外の市町村から法第22条第８項に規定する障害

福祉サービス受給者証（以下「受給者証」という。）の交付を受けている者を除く。） 
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(２) 五島市の区域外に住所を有する者であって、五島市から受給者証の交付を受けている障害

者等 

（利用の申請） 

第７条 規則第３条の規定による申請は、日中一時支援助成事業利用申請書（様式第６号。以下「申

請書」という。）に、次に掲げる書類を添付して行うものとする。 

(１) 世帯全員の住民票の写し 

(２) 次のいずれかの障害者等であることを確認できる書類の写し 

ア 身体障害者福祉法（昭和24年法律第283号）第15条に規定する身体障害者手帳 

イ 療育手帳交付要綱（昭和52年長崎県告示第682号）第４条に規定する療育手帳 

ウ 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律（昭和25年法律第123号。以下「精神保健法」と

いう。）第45条に規定する精神障害者保健福祉手帳 

エ 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律施行規則（昭和25年厚生省令第31号。以下「精

神保健規則」という。）第23条第１号に規定する診断書（精神保健法第５条に規定する精神

障害者であることが確認できる内容であるものに限る。） 

オ 精神保健規則第23条第２号に掲げる精神障害を支給事由とする給付を現に受けていること

を証する書類 

カ 法第54条第３項に規定する自立支援医療受給者証（障害者の日常生活及び社会生活を総合

的に支援するための法律施行令（平成18年政令第10号）第１条の２第３号に規定する精神通

院医療に係るものに限る。） 

キ 発達障害者支援法（平成16年法律第167号）第２条第２項に規定する発達障害者であること

を証する医師の診断書 

ク 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行令第１条で定める疾病

による障害により継続的に日常生活又は社会生活に相当な制限を受ける者であって18歳以上

であるものであることを証する診断書等 

(３) この事業を利用しようとする日の属する年度（４月１日から６月30日までの間に申請書を

提出する場合にあっては、前年度）の世帯全員の市町村民税の課税状況を証する書類 

(４) この事業を利用しようとする日の属する年度（４月１日から６月30日までの間に申請書を

提出する場合にあっては、前年度）の世帯全員の市町村民税が非課税の場合にあっては、対象

者（障害児（法第４条第２項に規定する障害児をいう。）にあっては、その保護者）の前年中

の収入の額を証する書類 
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２ 前項の規定にかかわらず、市長は、同項の規定による申請書に添付しなければならない書類に

より証明すべき事実を公簿等によって確認することができるとき、又は当該書類が同一年度内に

おいて既に提出されており、かつ、その内容に変更がないことを確認することができるときは、

当該書類の提出を省略させることができる。 

（利用の決定） 

第８条 市長は、前条第１項の規定による申請を受けたときは、速やかに実態を調査し、その必要

性を検討した上で利用の要否、障害の程度の区分等を決定するものとする。 

２ 前項の規定による障害の程度の区分の決定は、別表第１により行うものとする。 

３ 規則第４条の規定による通知は、日中一時支援助成事業利用決定通知書（様式第７号。以下「決

定通知書」という。）又は日中一時支援助成事業利用却下通知書（様式第８号）により行うもの

とする。 

（利用の変更） 

第９条 前条第１項の規定により利用の決定を受けた障害者等（以下「利用者」という。）は、決

定を受けた事項を変更しようとするときは、日中一時支援助成事業利用変更申請書（様式第９号）

に決定通知書を添付して市長に提出するものとする。 

２ 市長は、前項の規定による申請があったときは、変更の可否を決定した上で、利用者に新たな

決定通知書を交付するものとする。 

（利用の取消し） 

第10条 規則第５条の規定による利用の決定の取消しは、利用者が次の各号のいずれかに該当する

場合に行うものとする。 

(１) 第６条に規定する対象者の要件に該当しなくなった場合 

(２) 虚偽の申請その他不正な手段により利用の決定を受けた場合 

２ 市長は、規則第５条及び前項の規定によりこの事業の利用を取り消したときは、利用者及び利

用者が次条第１項の規定により日中一時支援サービスの利用に関する契約を締結した登録事業者

に対し、日中一時支援助成事業利用取消通知書（様式第10号）により通知するものとする。 

（日中一時支援サービスの利用に関する契約等） 

第11条 利用者は、この事業を利用しようとするときは、登録事業者と日中一時支援サービスの利

用に関する契約を締結しなければならない。 

２ 登録事業者は、前項の規定により契約を締結したときは、別に定める様式により次に掲げる事

項を市長に報告しなければならない。契約の内容を変更し、又は契約を解除し、若しくは終了し
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たときも、同様とする。 

(１) 日中一時支援サービスを提供する障害者等の氏名 

(２) 日中一時支援サービスの内容及び量 

(３) 契約の期間又は契約を解除し、若しくは終了した期日 

(４) 代理受領の有無 

（助成金の額） 

第12条 助成金の額は、利用者が同一の月に受けた日中一時支援サービスにおける別表第２に規定

する利用者負担基準額の合計額（以下「助成基準額」という。）に100分の90を乗じて得た額（そ

の乗じて得た額に１円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てた額）とする。 

２ 助成基準額から前項の規定により算定した助成金の額を控除して得た額（以下「利用者負担月

額」という。）が、次の各号に掲げる利用者の区分に応じ、当該各号に定める額（以下「利用者

負担上限月額」という。）を超えるときは、当該同一の月における助成金の額は、前項の規定に

かかわらず、利用者負担月額から利用者負担上限月額を控除した額を同項の規定により算定した

額に加算した額とする。 

(１) 市町村民税世帯非課税者（利用者及び当該利用者と同一の世帯に属する者（当該利用者が

18歳以上であるときは、配偶者に限る。）が日中一時支援サービスのあった月の属する年度（日

中一時支援サービスのあった月が４月から６月までの場合にあっては、前年度）分の地方税法

（昭和25年法律第226号）の規定による市町村民税（同法の規定による特別区民税を含むものと

し、同法第328条の規定によって課する所得割を除く。以下同じ。）を課されない者（市町村の

条例で定めるところにより当該市町村民税を免除された者を含むものとし、当該市町村民税の

賦課期日において同法の施行地に住所を有しない者を除く。）である場合における当該利用者

をいう。次号において同じ。）又は利用者及び当該利用者と同一の世帯に属する者が日中一時

支援サービスのあった月において要保護者（生活保護法（昭和25年法律第144号）第６条第２項

に規定する要保護者をいう。以下同じ。）である者であって前号に定める額を利用者負担上限

月額としたならば保護（生活保護法第２条に規定する保護をいう。以下同じ。）を必要とする

状態となる者であって、この号に定める額を利用者負担上限月額としたならば保護を必要とし

ない状態となるものに該当する場合における当該利用者（次号及び第４号に掲げる者を除く。） 

12,300円 

(２) 市町村民税世帯非課税者であり、かつ、日中一時支援サービスのあった月の属する年の前

年（日中一時支援サービスのあった月が１月から６月までの場合にあっては、前々年とする。
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以下この号において同じ。）中の公的年金等の収入金額（所得税法（昭和40年法律第33号）第

35条第２項第１号に規定する公的年金等の収入金額をいう。）、当該日中一時支援サービスの

あった月の属する年の前年の合計所得金額（地方税法第292条第１項第13号に規定する合計所得

金額をいい、その額が０を下回る場合には、０とする。）及び当該日中一時支援サービスのあ

った月の属する年の前年に支給された国民年金法（昭和34年法律第141号）に基づく障害基礎年

金その他の次に掲げる給付を合計した金額の合計額が80万円以下である者又は利用者及び当該

利用者と同一の世帯に属する者が日中一時支援サービスのあった月において要保護者である者

であって前号に定める額を利用者負担上限月額としたならば保護を必要とする状態となる者で

あって、この号に定める額を利用者負担上限月額としたならば保護を必要としない状態となる

ものに該当する場合における当該利用者（次号に掲げる者を除く。） 7,500円 

ア 国民年金法に基づく障害基礎年金、遺族基礎年金及び寡婦年金並びに国民年金法等の一部

を改正する法律（昭和60年法律第34号。以下この号において「法律第34号」という。）第１

条の規定による改正前の国民年金法に基づく障害年金 

イ 厚生年金保険法（昭和29年法律第115号）に基づく障害厚生年金、障害手当金及び遺族厚生

年金並びに法律第34号第３条の規定による改正前の厚生年金保険法に基づく障害年金 

ウ 船員保険法（昭和14年法律第73号）に基づく障害年金及び障害手当金並びに法律第34号第

５条の規定による改正前の船員保険法に基づく障害年金 

エ 被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律（平成24

年法律第63号。以下「平成24年一元化法」という。）附則第36条第５項に規定する改正前国

共済法による職域加算額のうち障害又は死亡を給付事由とするもの並びに平成24年一元化法

附則第37条第１項に規定する改正前国共済法による年金である給付のうち障害又は死亡を給

付事由とするもの及び同項に規定する旧国共済法による年金である給付のうち障害を給付事

由とするもの 

オ 平成24年一元化法附則第32条第１項の規定による障害一時金 

カ 平成24年一元化法附則第41条第１項の規定による障害共済年金及び遺族共済年金 

キ 平成24年一元化法附則第60条第５項に規定する改正前地共済法による職域加算額のうち障

害又は死亡を給付事由とするもの並びに平成24年一元化法附則第61条第１項に規定する改正

前地共済法による年金である給付のうち障害又は死亡を給付事由とするもの及び同項に規定

する旧地共済法による年金である給付のうち障害を給付事由とするもの 

ク 平成24年一元化法附則第56条第１項の規定による障害一時金 



7/12  

ケ 平成24年一元化法附則第65条第１項の規定による障害共済年金及び遺族共済年金 

コ 平成24年一元化法附則第78条第３項に規定する改正前私学共済法による年金である給付の

うち障害又は死亡を給付事由とするもの並びに平成24年一元化法附則第79条に規定する改正

前私学共済法による年金である給付のうち障害又は死亡を給付事由とするもの及び同項に規

定する旧私学共済法による年金である給付のうち障害を給付事由とするもの 

サ 移行農林共済年金（厚生年金保険制度及び農林漁業団体職員共済組合制度の統合を図るた

めの農林漁業団体職員共済組合法等を廃止する等の法律（平成13年法律第101号）附則第16

条第４項に規定する移行農林共済年金をいう。）のうち障害共済年金及び移行農林年金（同

条第６項に規定する移行農林年金をいう。）のうち障害年金並びに特例年金給付（同法附則

第25条第４項各号に掲げる特例年金給付をいう。）のうち障害を支給事由とするもの 

シ 特定障害者に対する特別障害給付金の支給に関する法律（平成16年法律第166号）に基づく

特別障害給付金 

ス 労働者災害補償保険法（昭和22年法律第50号）に基づく障害補償給付及び障害給付 

セ 国家公務員災害補償法（昭和26年法律第191号。他の法律において準用する場合を含む。）

に基づく障害補償 

ソ 地方公務員災害補償法（昭和42年法律第121号）に基づく障害補償及び同法に基づく条例の

規定に基づく補償で障害を支給事由とするもの 

タ 特別児童扶養手当等の支給に関する法律（昭和39年法律第134号）に基づく特別児童扶養手

当、障害児福祉手当及び特別障害者手当並びに法律第34号附則第97条第１項の規定による福

祉手当 

(３) 利用者及び当該利用者と同一の世帯に属する者が、日中一時支援サービスのあった月にお

いて、被保護者（生活保護法第６条第１項に規定する被保護者をいう。）又は要保護者である

者であって前号に定める額を利用者負担上限月額としたならば保護を必要とする状態となる者

であって、この号に定める額を利用者負担上限月額としたならば保護を必要としない状態とな

るものに該当する場合における当該利用者 ０円 

（助成金の請求） 

第13条 利用者は、日中一時支援サービスを提供した登録事業者（以下「サービス提供事業者」と

いう。）に対して当該日中一時支援サービスの利用に要した費用の全額を支払ったときは、日中

一時支援助成事業助成金交付請求書（様式第11号）に日中一時支援サービス利用料領収書（様式

第12号）を添付して、市長に対し、助成金を請求するものとする。 
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２ サービス提供事業者は、規則第６条の規定により利用者に代わって助成金の支払いを受けよう

とするときは、日中一時支援助成事業助成金交付請求書に次に掲げる書類を添付して、市長に対

し、助成金を請求するものとする。 

(１) 日中一時支援助成事業助成金明細書（様式第13号） 

(２) 日中一時支援サービス提供実績記録票（様式第14号） 

３ 第５条の規定により登録を取り消されたサービス提供事業者から日中一時支援サービスの提供

を受けた利用者は、市長に対し、当該サービス提供事業者が登録を取り消された日の前日までの

日中一時支援サービスの利用に係る助成金の請求をすることができる。 

４ 前３項の規定による請求は、日中一時支援サービスを利用し、又は提供した月の翌月の10日ま

でに行わなければならない。 

（助成金の支払） 

第14条 市長は、前条の規定による請求があったときは、内容を審査の上、利用者又はサービス提

供事業者に対し、助成金を支払うものとする。 

２ 前項の規定による助成金の支払は、当該助成金の請求があった月の翌月の末日までに行うもの

とする。 

附 則 

この告示は、平成19年２月１日から施行する。 

附 則（平成20年９月１日告示第124号） 

この告示は、平成20年９月１日から施行する。 

附 則（平成22年４月30日告示第59号） 

この告示は、平成22年４月30日から施行し、（中略）第３条の規定による改正後の五島市日中一

時支援助成事業実施要綱第11条第２項の規定（中略）は、平成22年４月１日から適用する。 

附 則（平成23年３月１日告示第23号） 

この告示は、平成23年４月１日から施行する。 

附 則（平成23年３月29日告示第40号） 

この告示は、平成23年３月29日から施行し、第１条の規定による改正後の五島市訪問入浴サービ

ス助成事業実施要綱第11条第２項の規定、第２条の規定による改正後の五島市移動支援事業実施要

綱第12条第２項の規定、第３条の規定による五島市日中一時支援助成事業実施要綱第11条第２項の

規定及び第４条の規定による五島市日常生活用具給付事業実施要綱第８条第２項の規定は、平成22

年４月１日から適用する。 
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附 則（平成24年３月30日告示第39号） 

この告示は、平成24年４月１日から施行する。 

附 則（平成25年３月29日告示第33号） 

この告示は、平成25年４月１日から施行する。 

附 則（平成26年６月３日告示第67号） 

この告示は、平成26年６月３日から施行する。 

附 則（平成27年11月19日告示第131号） 

この告示は、平成27年11月19日から施行する。 

附 則（平成28年３月31日告示第36号） 

この告示は、平成28年４月１日から施行する。 

別表第１（第８条関係） 

１ 身体障害者福祉法第４条に規定する身体障害者及び身体に障害のある児童（以下「身体障害

者等」という。）に係る障害の程度の区分 

  

区分 障害の程度 

区分３ 食事、排せつ、入浴及び移動（以下「日常生活動作」という。）のうち、３以

上の動作について全介助を必要とする程度又はこれに準ずる程度 

区分２ 日常生活動作のうち、３以上の動作について一部介助を必要とする程度又はこ

れに準ずる程度 

区分１ 区分３又は区分２のいずれにも該当しない程度 

備考 

１ 日常生活動作についての支援の度合の判定基準は、次のとおりとする。 

  

日常生活動作 支援の度合 判定基準 

食事 
全介助 食事をする場合に全面的な介助を必要とする。 

一部介助 おかずを刻んでもらうなどの介助を必要とする。 

排せつ 
全介助 排せつをする場合に全面的な介助を必要とする。 

一部介助 便器に座らせてもらうなどの介助を必要とする。 

入浴 全介助 入浴をする場合に全面的な介助を必要とする。 



10/12  

一部介助 体を洗ってもらうなどの介助を必要とする。 

移動 
全介助 移動をする場合に全面的に介助を必要とする。 

一部介助 移動のときに手を貸してもらうなどの介助を必要とする。 

備考 日常生活動作の支援の度合の判定については、時間がかかっても介助なしに１人で行う

ことができるときは、一部介助には該当しない。 

２ 視覚障害１級を有する者、聴覚障害２級を有する者又は音声機能若しくは言語機能障害３級

を有する者（以下「視覚障害１級該当者等」という。）は、区分２に該当するものとして取り

扱うものとする。 

３ 視覚障害１級該当者等が、ほかの身体機能の障害を併せて有することにより日常生活動作の

うち、３以上の動作について一部介助を必要とするときは、区分３に該当するものとして取り

扱うものとする。 

２ 身体障害者等以外の障害者等に係る障害の程度の区分 

  

区分 障害の程度 

区分３ 日常生活動作のうち、３以上の動作について全介助を必要とする程度、著しい

行動障害を有する程度又はこれに準ずる程度 

区分２ 日常生活動作のうち、３以上の動作について一部介助を必要とする程度、行動

障害を有する程度又はこれに準ずる程度 

区分１ 区分３又は区分２のいずれにも該当しない程度 

備考 

１ 日常生活動作についての支援の度合の判定基準は、次のとおりとする。 

  

日常生活動作 支援の度合 判定基準 

食事 

全介助 食事の準備、摂食行為及び後片付けについて、付ききりで介

助等の支援を必要とする。 

一部介助 食事の準備、摂食行為及び後片付けについて、常に見守り等

の支援を必要とする。 

排せつ 
全介助 排せつ及び失禁の後始末について、付ききりで介助等の支援

を必要とする。 
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一部介助 排せつ及び失禁の後始末について、常に見守り等の支援を必

要とする。 

入浴 

全介助 洗身、洗髪又は浴槽の出入りについて、付ききりで介助等の

支援を必要とする。 

一部介助 洗身、洗髪又は浴槽の出入りについて、常に見守り等の支援

を必要とする。 

移動 

全介助 目的地に到着するまで付ききりで手を引くなど移動に対しほ

ぼ全面的な支援を必要とする。 

一部介助 目的地に到着するまで見守り又は時々声をかけるなど部分的

な支援を必要とする。 

２ 行動障害の度合の判定基準は、次のとおりとする。 

  

障害の度合 判定基準 

著しい行動障害を有する程度 次に掲げる行動への対応をほぼ毎日必要とする。 

(１) 強いこだわり、多動、パニック等の不安定な行動 

(２) 睡眠障害又は日常生活動作における不適応な行動 

(３) 自傷行動又は他人、物などに対する粗暴な行動 

行動障害を有する程度 前項各号に掲げる行動への対応を週に１回又は２回程度必

要とする。 

別表第２（第12条関係） 

  

１日当たりの利用時間 
利用者負担基準額 

区分３ 区分２ 区分１ 

４時間未満 3,790円 2,970円 2,450円 

４時間以上８時間未満 5,680円 4,450円 3,680円 

８時間以上 7,570円 5,930円 4,900円 

備考 第12条第２項各号に該当する者が、食事の提供を受けたときは、１日につき420円を利用者負

担基準額に加算する。 

様式第１号（第３条関係） 
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様式第２号（第３条関係） 

様式第３号（第４条関係） 

様式第４号（第４条関係） 

様式第５号（第５条関係） 

 

 

様式第６号（第７条関係） 

様式第７号（第８条関係） 

様式第８号（第８条関係） 

様式第９号（第９条関係） 

様式第10号（第10条関係） 

様式第11号（第13条関係） 

様式第12号（第13条関係） 

様式第13号（第13条関係） 

様式第14号（第13条関係） 


